
楽天株式会社に対する緊急停止命令の申立ての取下げについて 

令和２年３月１０日 

公 正 取 引 委 員 会 

公正取引委員会は，楽天株式会社（法人番号 9010701020592。以下「楽天」と

いう。）によるいわゆる「共通の送料込みライン」と称する，出店事業者が一律

に別途送料を収受し得ないこととなる施策の導入が独占禁止法第２条第９項第

５号ハ（優越的地位の濫用）に該当し，同法第１９条の規定に違反する疑いがあ

り，令和２年３月１８日から同施策が実施されることになれば，公正かつ自由な

競争秩序が著しく侵害されることとなり，排除措置命令を待っていては，侵害さ

れた公正かつ自由な競争秩序が回復し難い状況に陥ることになるため，同施策

の実施を一時停止することについて，同年２月２８日，同法第７０条の４第１項

の規定に基づき，楽天に対する緊急停止命令の申立てを東京地方裁判所に対し

て行ったところである。 

こうした中，楽天は，令和２年３月６日，同月１８日から実施予定の上記施策

について，新型コロナウイルスの感染拡大等の影響に鑑みて出店事業者が参加

するか否かを自らの判断で選択できるようにすること等を公表し，東京地方裁

判所における緊急停止命令に係る手続においてもその旨を表明した。 

公正取引委員会は，上記施策について，出店事業者が参加するか否かを自らの

判断で選択できるようになるのであれば，当面は，一時停止を求める緊急性が薄

れるものと判断し，本日，東京地方裁判所に対して行っていた緊急停止命令の申

立てを取り下げることとした。 

本件違反被疑行為に対する審査については，継続することとしている。 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局審査局第二審査 

電話 ０３－３５８１－３３８４（直通） 

ホームページ https://www.jftc.go.jp/ 


